
国土交通省政策評価基本計画（抜粋） （H14.3策定 H22.7最終改定） 

ア 必要性・・・施策等が、政策目標等に照らして妥当性を有しているか、国民や社会の 

         ニーズが十分に存在するか、行政関与の在り方からみて行政が担う必 
         要があるか等を明らかにする。 
 
イ 効率性・・・施策等の効果と当該施策等に基づく活動の費用や社会的費用等との関 
         係を明らかにする。可能なものについては、他の選択肢を考慮し、当該 

         施策等の導入がより効率的であることを説明する。 
 
ウ 有効性・・・施策等が、政策目標等を達成する上でどのように貢献するか、または具 
         体的にどのような効果をあげるのかを明らかにする。 

Ⅳ 政策評価の観点に関する事項 

 政策評価の実施に当たっては、評価対象の特性に応じて適切な観点を選択し、総合
的に評価するものとする。基本的には、以下の必要性、効率性及び有効性の観点に着
目した評価を実施する。なお、政策チェックアップは、主として目標ごとにその達成度を
評価する観点から実施する。 
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